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Ａ１ 全司法が毎年とりくんでいるもので、“裁判所をもっと当事者や国民に開かれた、

利用しやすいものにしよう”という運動です。そうした「国民のための裁判所」を実現

していくためには様々な課題がありますが、まず何よりも「裁判所の人的・物的充実」、

つまり繁忙な職場には職員を増員して、当事者にもていねいな対応ができるようにする

ことや、老朽化した施設の改善やバリアフリー化などの裁判所施設の充実は不可欠です。 

   そのために全司法では、国会に対して、裁判所の人的・物的な充実を求める請願の採

択を目的とした署名行動をとりくんできており、これが全司法大運動の大きな柱となっ

ています。全司法大運動は今年度で１７年目を迎えますが、１５年目を除き、過去１５

回にわたって衆参両院もしくはどちらか一方で、全会一致による請願採択を実現してい

ます。 

Ａ２ 署名運動は労働組合をはじめとして様々な団体が、自らの要求に対する社会的な支

持や理解を得ることを目的にとりくんでいます。とりわけ国会請願署名は、国会が国民

の代表機関であることから、そこでの請願採択によって、裁判所の人的・物的な充実が

国民的な要求であることを明らかにするという重要な意義があります。つまり、最高裁

をはじめとした各省庁当局が、８月末までに行う次年度概算要求には、この請願採択が

反映されてくることになります。 

     この間の公務員の定員削減計画の推進によって、多くの行政省庁では人員の純減がす

すんでいます。そうした中でも裁判所が、職場の実態からは不十分ながらも純増を続け

、次年度予算に向けても、裁判官や書記官では昨年に引き続き増員の概算要求を実現し

ていることは、全司法大運動の請願署名をはじめとする運動の大きな成果です。 

 

職場の疑問に応える 
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Ｑ１ 全司法大運動って何？ 

 

 

Ｑ２ 毎年署名を集めているけど効果はあるの？ 
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Ａ３ 実際に増員されるのは大規模庁だけで、中小規模庁や管内には効果がないという声

もきかれますし、そうした現状があるのも事実です。これは裁判所全体の予算定数をど

う獲得するかということと、それを前提とした各庁の人員配置をどう要求するかという

位置づけの違いからくるものです。全司法大運動は、全体の予算定数の拡大を目的とす

る運動として大きな効果を実現していますし、それが無ければ各庁の増員もはかれませ

ん。そのうえで、純増分をどう配分するかについても、職場の実態をもとに、必要な職

場への増員を実現させる運動が重要であり、秋年闘争期の大きな課題です。全司法本部

も全力でとりくみますが、同時に各地連・支部の運動を強めることも重要です。 

Ａ４ 全国から本部に寄せられた署名は、通常国会の会期末（６月頃）に国会へ提出され

ます。そのうえで、最終的には衆参の本会議で採択されますが、その前に法務委員会で

審議がされます。法務委員会で採択（全会一致）がされれば本会議でもほぼ間違いなく

採択されますので、各法務委員の理解を得ることが重要です。 

   請願署名を国会に提出するには、紹介議員が必要で、議員の紹介がないと受け付け

てもらえません（別表参照）。 

   具体的には、全国から寄せられた署名から、衆参の法務委員の選挙区ごとに一定数

（１００名分単位など）の署名簿を作り、全法務委員の事務所を訪問して請願の紹介議

員になってもらうよう要請します。議員によっては断ってくる場合もありますが、政党

別では民主党から日本共産党まで全政党から紹介議員になっていただいています。 

    ここで問題は、法務委員の地元の選挙区の署名が無かったり、少なかったりする場

合です。議員にとっては、自分の選挙区の署名かどうかは大きな関心があり、紹介議員

になるかどうかの判断材料ともなります。その意味からも、全国の支部、地域からまん

べんなく署名を集約することが重要となります。 

Ｑ３ 増員が大規模庁だけになってない？ 

 

 

 

Ｑ４ 集まった署名はどのように扱われるのですか？ 
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Ａ５ 署名は一人ひとりの意思の表明であり、全司法大運動は、利用しやすい裁判所の

実現という運動を広めていく位置づけがありますので、できるだけ幅広い人たちに呼

びかけて署名に協力してもらうことが基本です。 

    同時に、限られた期間や態勢のもとで、少しでも多くの署名を集約するという「数

の追求」も、運動という観点からは重要な目標となります。そうした観点からは、で

きるだけ効率的に、多くの署名を集めるという方策を工夫する必要があります。 

    具体的には、職場内においてはまず第１に、組合員とその家族の署名を漏らさず集

めることです。次に、組合員が無理なく呼びかけられる友人や知人等にも署名の輪を

広めることです。これだけでも徹底できれば、相当数の署名が集まります。 

    しかし、職場内だけでは限度があります。職場の外でまず集めやすいのが、国公の

仲間です。法務局や職安、国の合同庁舎等には国公労連に結集している各単組があり

ます。ここは、足さえ運べば断られることはまずありません。対応する退職者の会が

あれば、ここもまずは断られません。 

    あとは、どこまで署名の輪を広められるかです。身近なところだと、弁護士会や弁

護士事務所、司法書士、自治体や教職員など各県労連に加盟している労働組合、裁判

所に出入りの業者等々、組合員の個人的なつながりも含めて、署名の輪は大きく広が

ります。忘れてならないのは、頼んだ署名は必ず回収することと、署名に協力いただ

いた団体には必ず結果の報告とお礼をすることです。 

    最後の仕上げが街頭に出ての宣伝・署名行動や、いろいろな集会の場を活用した署

名の集約です。これらの運動をみんなの力を合わせて、楽しく進めることが目標達成

の最も着実な方策です。 

Ｑ５ たくさん署名を集めるにはどうしたらいいんですか？ 
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別表 

全司法大運動・採択への道 

         
 

全国から集まった署名用紙 
  

    
↓ 

    

   
請願者（全司法） 

   

    
↓ ※１ 

   

 
衆参議長 ← 紹介議員 

    

付託 
↓ 

 
紹介・依頼 

    
↓ 

       
衆参・法務委員会 → 保留 

 

審議 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
審査未了 

 

 採択 

すべき 

 不採択と 

すべき 

議院の会議に 

付するを要しない 

 
（法案で言うところ

の廃案） 
 

    

    

上程 
↓ 

 
↓ 

     
↓ 

 
↓ 

     

 
本会議 → 不採択 

   

審議  
↓ 

      

 
↓ 

      

 
採  択 

     

 
↓ 

 
↓ 

     

 
内閣送付 

 

内閣 

不送付      

 
↓ 

 
↓ 

     

 
※２ 

 
国会で措置 

     

         
※１ 請願署名を提出するには、紹介議員が必要です。 

   
※２ 内閣に送付された請願は、官公署において当該請願を誠実に処理する義務が課せられま

す。また、内閣は、その処理経過（※）について国会へ報告しなければなりません。 
 
 
 

         
内閣の処理経過の内容は？ 

 「裁判所においては、裁判事務の合理化や人員の配置見直し等を図ってきたほか、裁判官及

びその他の裁判所職員の増員や、施設の充実に努めてきたところであり、今後も、政府におけ

る総人件費改革の趣旨を踏まえつつも、裁判所の特質等を勘案し、司法に対する国民の期待に

こたえるべく適正な措置を講ずるよう努力がされるものと考えている。 

 政府としては、裁判所に本請願の趣旨を伝達するとともに、今後とも、十分に協力してまい

りたい。」（第１７３回国会） 


